
山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

七
一

よ
り
表
示
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

二
　
道
標
又
は
案
内
図
を
一
の
目
的
地
に
誘
導
す
る
た
め
に
区
分
の
異
な
る
禁
止
地
域
又
は
許

可
地
域
に
表
示
し
、
又
は
設
置
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
表
示
面
積
の
上
限

に
対
す
る
割
合
の
合
計
の
計
算
は
、
次
の
式
に
よ
る
こ
と
。

A
p

A
s

＋
　

5.0
10.0

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ap
及
び
As
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ap

禁
止
地
域
に
お
け
る
表
示
面
積
（
単
位
　
平
方
メ
ー
ト
ル
）

As

許
可
地
域
に
お
け
る
表
示
面
積
（
単
位
　
平
方
メ
ー
ト
ル
）

別
表
第
三
（
第
十
条
関
係
）

一
　
条
例
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
広
告
物
等

区
分
　
　

第
一
種
禁
止
　
第
二
種
禁
止
　
第
一
種
許
可
　
第
二
種
許
可
　
第
三
種
許
可

地
域
　
　
　
　
地
域
　
　
　
　
地
域
　
　
　
　
地
域
　
　
　
　
地
域

一
　
高
さ
　

地
上
か
ら
広
告
物
等
の
上
端
ま
で
の
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ

と
。

二
　
表
示
面
積

一
団
の
土
　
　
一
団
の
土
地
又
は
一
物
件
に
つ
き
表
示
面
積
の
合
計
が
三

地
又
は
一
物

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

件
に
つ
き
表

示
面
積
の
合

計
が
一
平
方

メ
ー
ト
ル
以

下
で
あ
る
こ

と
。

三
　
色
彩
　
　
　
イ
　
最
大
面
　
イ
　
最
大
面
　
イ
　
最
大
面

積
色
の
色
　
　
積
色
の
明
　
　
積
色
の
明

相
が
Ｒ
、

度
が
二
以
　
　
度
が
二
以

Ｙ
Ｒ
、
Ｙ
　
　
上
八
以
下
　
　
上
で
あ
る

、
Ｇ
Ｙ
又
　
　
（
条
例
第
　
　
こ
と
。

は
Ｇ
で
あ
　
　
五
条
第
一
　
ロ
　
最
大
面

る
こ
と
。

項
第
一
号
　
　
積
色
の
彩

ロ
　
最
大
面
　
　
に
掲
げ
る
　
　
度
が
六
（

積
色
の
明
　
　
第
一
種
低
　
　
色
相
が
Ｒ

度
が
三
以
　
　
層
住
居
専
　
　
、
Ｙ
Ｒ
又

上
七
以
下
　
　
用
地
域
及
　
　
は
Ｙ
の
場

で
あ
る
こ
　
　
び
第
二
種
　
　
合
に
あ
っ

と
。

低
層
住
居
　
　
て
は
、
八

ハ
　
最
大
面
　
　
専
用
地
域
　
　
）
以
下
で

積
色
の
彩
　
　
に
あ
っ
て
　
　
あ
る
こ
と

度
が
四
（

は
、
二
以
　
　
。

色
相
が
Ｒ
　
　
上
）
で
あ

、
Ｙ
Ｒ
、

る
こ
と
。

Ｙ
又
は
Ｇ
　
ロ
　
最
大
面

Ｙ
の
場
合
　
　
積
色
の
彩

に
あ
っ
て
　
　
度
が
六
（

は
、
六
）

色
相
が
Ｒ

以
下
で
あ
　
　
、
Ｙ
Ｒ
又

る
こ
と
。

は
Ｙ
の
場

合
に
あ
っ

て
は
、
八

）
以
下
で

あ
る
こ
と
。

四
　
そ
の
他

イ
　
屋
上
へ
掲
出
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

ロ
　
ネ
オ
ン
管
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

ハ
　
回
転
灯
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

ニ
　
照
明
が
点
滅
し
な
い
こ
と
。

ホ
　
蛍
光
、
夜
光
等
の
発
光
又
は
反
射
を
伴
う
塗
料
又
は
材
料
を
使
用
し
て

い
な
い
こ
と
。

ヘ
　
表
示
の
内
容
が
変
化
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

備
考
　
こ
の
表
に
お
い
て
、
色
相
、
明
度
及
び
彩
度
と
は
、
規
格
Ｚ
八
七
二
一
に
定
め
る
方
法
に

よ
り
表
示
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

七
二

二
　
条
例
第
九
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
広
告
物
等

区
分
　
　
　
　
　
第
一
種
禁
止
地
域
、
第
二
種
禁
止
地
域
、
第
一
種
許
可
地
域
、
第
二
種
許
可

地
域
及
び
第
三
種
許
可
地
域

一
　
表
示
面
積
　
イ
　
同
一
方
向
か
ら
見
た
場
合
に
お
け
る
広
告
物
の
鉛
直
投
影
面
積
の
当
該

広
告
物
が
表
示
さ
れ
る
物
件
の
鉛
直
投
影
面
積
に
対
す
る
割
合
が
二
十
分

の
一
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
表
示
面
積
が
〇
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
個
数

一
物
件
に
つ
き
一
個
で
あ
る
こ
と
。

三
　
条
例
第
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
広
告
物
等

区
分

第
一
種
禁
止
地
域
、
第
二
種
禁
止
地
域
、
第
一
種
許
可
地
域
、
第
二
種
許
可

地
域
及
び
第
三
種
許
可
地
域

表
示
の
内
容

表
示
し
、
又
は
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
表

示
し
、
又
は
設
置
し
よ
う
と
す
る
期
間
が
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
条
例
第
九
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
広
告
物
等

イ
　
共
通
基
準

区
分
　
　

第
一
種
禁
止
　
第
二
種
禁
止
　
第
一
種
許
可
　
第
二
種
許
可
　
第
三
種
許
可

地
域
　
　
　
　
地
域
　
　
　
　
地
域
　
　
　
　
地
域
　
　
　
　
地
域

一
　
表
示
面
積

自
己
の
管
　
　
自
己
の
管
理
す
る
一
の
住
宅
又
は
事
業
場
の
敷
地
内
に
お

理
す
る
一
の
　
け
る
表
示
面
積
の
合
計
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ

住
宅
又
は
事
　
と
。

業
場
の
敷
地

内
に
お
け
る

表
示
面
積
の

合
計
が
五
平

方
メ
ー
ト
ル

以
下
で
あ
る

こ
と
。

二
　
そ
の
他

イ
　
ネ
オ
ン
　
イ
　
回
転
灯
　
イ
　
回
転
灯
を
使
用
し
て
い
　
イ
　
回
転
灯

管
を
使
用
　
　
を
使
用
し
　
　
な
い
こ
と
。

を
使
用
し

し
て
い
な
　
　
て
い
な
い
　
ロ
　
蛍
光
、
夜
光
等
の
発
光
　
　
て
い
な
い

い
こ
と
。

こ
と
。

又
は
反
射
を
伴
う
塗
料
又
　
　
こ
と
。

ロ
　
回
転
灯
　
ロ
　
照
明
が
　
　
は
材
料
を
使
用
し
て
い
な
　
ロ
　
蛍
光
、

を
使
用
し
　
　
点
滅
し
な
　
　
い
こ
と
。

夜
光
等
の

て
い
な
い
　
　
い
こ
と
。

ハ
　
表
示
の
内
容
が
変
化
す
　
　
発
光
又
は

こ
と
。

ハ
　
蛍
光
、

る
も
の
で
な
い
こ
と
。

反
射
を
伴

ハ
　
照
明
が
　
　
夜
光
等
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
塗
料
又

点
滅
し
な
　
　
発
光
又
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
材
料
を

い
こ
と
。

反
射
を
伴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
使
用
し
て

ニ
　
蛍
光
、

う
塗
料
又
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な
い
こ

夜
光
等
の
　
　
は
材
料
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
。

発
光
又
は
　
　
使
用
し
て

反
射
を
伴
　
　
い
な
い
こ

う
塗
料
又
　
　
と
。

は
材
料
を
　
ニ
　
表
示
の

使
用
し
て

内
容
が
変

い
な
い
こ
　
　
化
す
る
も

と
。

の
で
な
い

ホ
　
表
示
の
　
　
こ
と
。

内
容
が
変

化
す
る
も

の
で
な
い

こ
と
。

ロ
　
個
別
基
準

●

建
築
物
を
利
用
す
る
広
告
物
等
に
係
る
基
準

区
分
　
　

第
一
種
禁
止
　
第
二
種
禁
止
　
第
一
種
許
可
　
第
二
種
許
可
　
第
三
種
許
可

（ ）１



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

七
三

地
域
　
　
　
　
地
域
　
　
　
　
地
域
　
　
　
　
地
域
　
　
　
　
地
域

一
　
屋
　
高
さ
　
　
屋
上
か
ら
広
告
物
等
の
上
　
　
屋
上
か
ら
　
　
屋
上
か
ら
　
　
屋
上
か
ら
　

上
に
　
　
　
　
端
ま
で
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
　
広
告
物
等
の
　
広
告
物
等
の
　
広
告
物
等
の
　

表
示
　
　
　
　
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

上
端
ま
で
の
　
上
端
ま
で
の
　
上
端
ま
で
の

さ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
さ
が
八
メ
　
高
さ
が
十
メ
　
高
さ
が
十
六

、
又
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ト
ル
以
下
　
ー
ト
ル
以
下

メ
ー
ト
ル
以

は
設

で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

下
で
あ
る
こ

置
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
。

れ
る

広
告
　
そ
の

広
告
物
等
が
外
壁
の
延
長
面
か
ら
突
出
し
な
い
こ
と
。

物
等
　
他

二
　
外
　
高
さ
　
イ
　
広
告
物
等
の
上
端
が
外
壁
の
上
端
か
ら
突
出
し
な
い
こ
と
。

壁
か
　
　
　
　
ロ
　
地
上
か
ら
広
告
物
等
の
下
端
ま
で
の
高
さ
が
車
道
に
あ
っ
て
は
四
・
五

ら
突
　
　
　
　
　
メ
ー
ト
ル
以
上
、歩
道
に
あ
っ
て
は
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

出
す
　
　
　
　
　

る
広
　
表
示
　
　
一
個
に
つ
き
一
方
向
の
表
示
面
積
が
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

告
物
　
面
積
　

等
　
　
　
　

そ
の
　
　
広
告
物
等
が
外
壁
か
ら
突
出
す
る
幅
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ

他

と
。

三
　
外
　
高
さ
　
　
懸
垂
幕
の
上
端
が
外
壁
の
上
端
か
ら
突
出
し
な
い
こ
と
。

壁
を

利
用

す
る

広
告

物
等

（
懸

垂
幕

に
限

る
。）

四
　
外
　
高
さ
　
　
広
告
物
等
の
上
端
が
外
壁
の
上
端
か
ら
突
出
し
な
い
こ
と
。

壁
を
　

利
用
　
そ
の

広
告
物
等
が
外
壁
の
側
端
か
ら
突
出
し
な
い
こ
と
。

す
る
　
他

広
告

物
等

（
懸

垂
幕

を
除

く
。）

●

建
植
す
る
広
告
物
等
に
係
る
基
準

区
分
　
　

第
一
種
禁
止
　
第
二
種
禁
止
　
第
一
種
許
可
　
第
二
種
許
可
　
第
三
種
許
可

地
域
　
　
　
　
地
域
　
　
　
　
地
域
　
　
　
　
地
域
　
　
　
　
地
域

高
さ

地
上
か
ら
広
告
物
等
の
上
　
　
地
上
か
ら
　
　
地
上
か
ら
広
告
物
等
の
上

端
ま
で
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
　
広
告
物
等
の
　
端
ま
で
の
高
さ
が
十
五
メ
ー
　

ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

上
端
ま
で
の
　
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

高
さ
が
十
二

メ
ー
ト
ル
以

下
で
あ
る
こ

と
。

●

工
作
物
を
利
用
す
る
広
告
物
等
に
係
る
基
準

区
分
　
　

第
一
種
禁
止
　
第
二
種
禁
止
　
第
一
種
許
可
　
第
二
種
許
可
　
第
三
種
許
可

地
域
　
　
　
　
地
域
　
　
　
　
地
域
　
　
　
　
地
域
　
　
　
　
地
域

一
　
塀
　
高
さ
　
　
地
上
か
ら
広
告
物
等
の
上
端
ま
で
の
高
さ
が
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ

又
は
　
　
　
　
る
こ
と
。

垣
を
　
　
　

利
用
　
そ
の
　
　
広
告
物
等
の
側
端
が
塀
又
は
垣
の
壁
面
の
側
端
及
び
そ
の
延
長
線
か
ら
突
　

す
る
　
他

出
し
な
い
こ
と
。

（ ）２（ ）３



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

七
四

広
告

物
等

二
　
そ
　
高
さ
　
　
地
上
か
ら
広
告
物
等
の
上
　
　
地
上
か
ら
　
　
地
上
か
ら
　
　
地
上
か
ら

の
他
　
　
　
　
端
ま
で
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
　
広
告
物
等
の
　
広
告
物
等
の
　
広
告
物
等
の

の
工
　
　
　
　
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

上
端
ま
で
の
　
上
端
ま
で
の
　
上
端
ま
で
の

作
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
さ
が
二
十
　
高
さ
が
三
十
　
高
さ
が
四
十

を
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
メ
ー
ト
ル
　
メ
ー
ト
ル
以
　
七
メ
ー
ト
ル

用
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
下
で
あ
る
　
下
で
あ
る
こ
　
以
下
で
あ
る

る
広
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
。

と
。

こ
と
。

告
物

等●

簡
易
な
広
告
物
等
に
係
る
基
準

区
分

第
一
種
禁
止
地
域
、
第
二
種
禁
止
地
域
、
第
一
種
許
可
地
域
、
第
二
種
許
可

地
域
及
び
第
三
種
許
可
地
域

広
告
　
高
さ
　
　
地
上
か
ら
広
告
物
等
の
下
端
ま
で
の
高
さ
が
車
道
に
あ
っ
て
は
四
・
五
メ

幕
（
建
　
　
　
　
ー
ト
ル
以
上
、
歩
道
に
あ
っ
て
は
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

築
物
の
　

外
壁
を

利
用
す

る
懸
垂

幕
を
除

く
。）

五
　
条
例
第
九
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
広
告
物
等

区
分
　
　
第
一
種
禁
止
地
域
、
第
二
種
禁
止
地
域
、
第
一
種
許
可
地
域
、
第
二
種
許
可
地
域
及

び
第
三
種
許
可
地
域

表
示
面
　
イ
　
一
方
向
の
表
示
面
積
の
合
計
が
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

積
　
　
　
ロ
　
一
の
車
両
、
船
舶
等
に
つ
き
表
示
面
積
の
合
計
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ

る
こ
と
。

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
か
か
わ
ら
ず
、
バ
ス
及
び
電
車
に
あ
っ
て
は
、
一
の
車
両
に
つ
き

表
示
面
積
の
合
計
が
底
部
を
除
く
表
面
積
の
十
分
の
三
以
下
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
四
（
第
十
条
関
係
）

区
分

第
一
種
許
可
地
域
、
第
二
種
許
可
地
域
及
び
第
三
種
許
可
地
域

一
　
貼
紙
　
表
示
面
積
　
　
一
枚
に
つ
き
表
示
面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

又
は
貼

札
等

二
　
広
告
　
表
示
面
積
　
　
一
個
に
つ
き
表
示
面
積
が
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

旗
又
は

立
看
板

等
第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

（ ）４



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

七
五

第１号様式の２（第８条の３関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

七
六



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

七
七

第
二
十
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

七
八

第２１号様式（第３４条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

七
九

（
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
九
の
表
県
土
整
備
総
務
課
の
項
第
十
号
中
１６
を
２３
と
し
、
６
か
ら
１５
ま
で
を
１３
か
ら

２２
ま
で
と
し
、
５
を
１０
と
し
、
１０
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１１

第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
違
反
広
告
物
等
に
係

○
　
建
設
事
務

る
措
置
等
の
勧
告
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所
長

１２

第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
の
内
容
等
の
公

○
　
　
　

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
第
二
の
九
の
表
県
土
整
備
総
務
課
の
項
第
十
号
中
４
を
９
と
し
、
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。４

　
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
広
告
物
活
用
地
区
の
指

○
　
　

定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

５
　
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
広
告
物
活
用
地
区
の
指

○

定
の
変
更
及
び
廃
止

６
　
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
景
観
保
全
型
広
告
規
制

○
　
　
　

地
区
の
指
定

７
　
第
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
景
観
保
全
型
広
告
規
制
　
○

地
区
の
指
定
の
変
更
及
び
廃
止

８
　
第
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
　
　
　
　
　
　
　
　
○

別
表
第
二
の
九
の
表
県
土
整
備
総
務
課
の
項
第
十
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２４

第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
　
　
　
○
　

報
の
提
供
の
依
頼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２５

第
四
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
減
額
及
び
免

○
　
　
　

除
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
表
第
二
の
九
の
表
県
土
整
備
総
務
課
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

十
一
　
山
梨
県
　
　
第
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
職
員
　
　
　
○

屋
外
広
告
物
　
の
指
定

条
例
施
行
規

則
（
平
成
四

年
山
梨
県
規

則
第
十
号
）

の
施
行
に
関

す
る
事
務

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
中
山
梨
県
屋
外
広
告
物
条

例
施
行
規
則
第
十
六
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
規
則
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま

で
の
改
正
規
定
、
第
二
条
の
規
定
中
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
別
表
第
二
の
九
の
表
県
土
整
備
総
務
課

の
項
第
十
号
の
改
正
規
定
（
山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四

年
山
梨
県
条
例
第
三
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
平
成
三
年
山
梨
県
条

例
第
三
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
違
反
広
告
物

等
に
係
る
措
置
等
の
勧
告
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
の
内
容
等
の
公
表
に
関
す
る
部
分

に
限
る
。）
及
び
同
表
第
十
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
次
項
か
ら
附
則
第
四
項
ま

で
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
条
例
第
七
条
第
四
項
（
条
例
第
九
条
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
広
告
物
等
の
設
置
又
は
表
示
の
許
可
を
申
請

し
て
い
る
者
に
対
す
る
許
可
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
屋
外
広

告
物
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
適
法
に
設
置
さ
れ
、
又
は
表
示
さ
れ

て
い
る
広
告
物
等
で
あ
っ
て
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
に
よ
り
新
規
則
別
表
第
一



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

八
〇

か
ら
別
表
第
四
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
も
の
に
係
る
許
可
基
準
及
び
適
用
除
外

の
広
告
物
等
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
年
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
規
則
第
十
一
条
の
規
定
は
、
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
以
後
に
禁
止
地
域
又
は
許

可
地
域
に
な
っ
た
際
（
禁
止
地
域
で
あ
っ
た
地
域
が
許
可
地
域
に
な
っ
た
場
合
を
除
く
。）
現
に
当

該
禁
止
地
域
若
し
く
は
当
該
許
可
地
域
に
適
法
に
表
示
さ
れ
、
若
し
く
は
設
置
さ
れ
て
い
る
広
告
物

等
又
は
条
例
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
禁
止
地
域
の
区
分
若
し
く
は
条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定

す
る
許
可
地
域
の
区
分
に
変
更
が
あ
っ
た
際
現
に
当
該
禁
止
地
域
若
し
く
は
当
該
許
可
地
域
に
適
法

に
表
示
さ
れ
、
若
し
く
は
設
置
さ
れ
て
い
る
広
告
物
等
で
あ
っ
て
、
当
該
変
更
に
よ
り
条
例
第
七
条

第
四
項
（
条
例
第
九
条
第
六
項
（
条
例
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
及

び
条
例
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
及

び
条
例
第
九
条
第
七
項
の
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

禁
止
地
域
又
は
許
可
地
域
に
な
っ
た
際
（
禁
止
地
域
で
あ
っ
た
地
域
が
許
可
地
域
に
な
っ
た
場
合
を

除
く
。）
現
に
当
該
禁
止
地
域
若
し
く
は
当
該
許
可
地
域
に
適
法
に
表
示
さ
れ
、
若
し
く
は
設
置
さ

れ
て
い
る
広
告
物
等
又
は
条
例
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
禁
止
地
域
の
区
分
若
し
く
は
条
例
第
七

条
第
二
項
に
規
定
す
る
許
可
地
域
の
区
分
に
変
更
が
あ
っ
た
際
現
に
当
該
禁
止
地
域
若
し
く
は
当
該

許
可
地
域
に
適
法
に
表
示
さ
れ
、
若
し
く
は
設
置
さ
れ
て
い
る
広
告
物
等
で
あ
っ
て
、
当
該
変
更
に

よ
り
条
例
第
七
条
第
四
項
又
は
条
例
第
九
条
第
七
項
の
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
九
号

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

八
一

第４号様式（第９条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

八
二

（
山
梨
県
立
愛
宕
山
こ
ど
も
の
国
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
立
愛
宕
山
こ
ど
も
の
国
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
規

則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
使
用
許
可
申
請
書
」
を
「
行
為
許
可
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
四
条
を
削
る
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

八
三

第２号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

八
四

（
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
を
「（
利
用
許
可
の
申
請
手
続
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
施
設
等
利
用
申
込
書
」

を
「
施
設
等
利
用
許
可
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

（
警
察
本
部
長
へ
の
情
報
提
供
依
頼
）

第
十
五
条
　
校
長
又
は
所
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、

警
察
本
部
長
に
対
し
、
情
報
の
提
供
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

八
五

第６号様式（第１２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

八
六

（
山
梨
県
立
県
民
の
森
保
健
休
養
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
山
梨
県
立
県
民
の
森
保
健
休
養
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
山
梨
県

規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
使
用
許
可
」
を
「
行
為
の
許
可
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
の
規
定
に

よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
、「
使
用
許
可
申
請
書
」
を
「
当
該
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
日
の
十

四
日
前
ま
で
に
、
行
為
許
可
申
請
書
」
に
改
め
、「
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
の
十
四
日
前
ま
で
に
」

を
削
る
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
項
中
「
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

八
七

第２号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

八
八

（
山
梨
県
立
武
田
の
杜も
り

保
健
休
養
林
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
山
梨
県
立
武
田
の
杜も
り

保
健
休
養
林
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
山
梨
県

規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
使
用
許
可
」
を
「
行
為
の
許
可
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
の
規
定
に

よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
、「
使
用
許
可
申
請
書
」
を
「
当
該
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
日
の
十

四
日
前
ま
で
に
、
行
為
許
可
申
請
書
」
に
改
め
、「
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
の
十
四
日
前
ま
で
に
」

を
削
る
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

八
九

第２号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

九
〇

（
山
梨
県
立
文
学
館
の
設
備
器
具
の
使
用
料
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
山
梨
県
立
文
学
館
の
設
備
器
具
の
使
用
料
の
額
を
定
め
る
規
則
（
平
成
元
年
山
梨
県
規
則
第

五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
山
梨
県
立
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
年
山
梨
県
規
則
第

四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
第
一
項
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

九
一

第１号様式（第２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

九
二

（
山
梨
県
立
ま
き
ば
公
園
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
山
梨
県
立
ま
き
ば
公
園
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
六
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
使
用
許
可
」
を
「
行
為
の
許
可
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
の
規
定
に

よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
、「
使
用
許
可
申
請
書
」
を
「
当
該
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
日
の
十

四
日
前
ま
で
に
、
行
為
許
可
申
請
書
」
に
改
め
、「
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
の
十
四
日
前
ま
で
に
」

を
削
る
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

九
三

第２号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

九
四

（
山
梨
県
立
富
士
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
山
梨
県
立
富
士
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
山
梨
県
規

則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
第
一
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

九
五

第１号様式（第２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

九
六

（
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条
　
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
（
平
成
十
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
の
見
出
し
を
「（
利
用
許
可
の
申
請
手
続
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
九
条
」

を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
、「
施
設
等
利
用
申
込
書
」
を
「
施
設
等
利
用
許
可
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
二
十
三
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
二
十
二
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

（
警
察
本
部
長
へ
の
情
報
提
供
依
頼
）

第
二
十
三
条
　
校
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
警
察

本
部
長
に
対
し
、
情
報
の
提
供
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
条
例
第
九
条
」
を
「
条
例
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

九
七

第５号様式（第２１条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

九
八

（
山
梨
県
立
八
ヶ
岳
自
然
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
　
山
梨
県
立
八
ヶ
岳
自
然
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一

年
山
梨
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
使
用
許
可
申
請
書
」
を
「
行
為
許
可
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

九
九

第２号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

一
〇
〇

（
山
梨
県
緑
化
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条
　
山
梨
県
緑
化
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
使
用
許
可
申
請
書
」
を
「
行
為
許
可
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

一
〇
一

第２号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

一
〇
二

（
山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
　
山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
規

則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

一
〇
三

第２号様式（第４条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

一
〇
四

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
都
市
公
園
条

例
施
行
規
則
第
四
号
様
式
に
よ
る
都
市
公
園
内
制
限
行
為
許
可
申
請
書
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正

後
の
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
第
四
号
様
式
に
よ
る
都
市
公
園
内
制
限
行
為
許
可
申
請
書
と

み
な
す
。

（
山
梨
県
立
愛
宕
山
こ
ど
も
の
国
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
立
愛
宕
山
こ

ど
も
の
国
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
使
用
許
可
申
請
書
は
、
こ
の
規
則
に

よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
愛
宕
山
こ
ど
も
の
国
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る

行
為
許
可
申
請
書
と
み
な
す
。

（
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
立
職
業
能
力

開
発
校
管
理
規
則
第
六
号
様
式
に
よ
る
施
設
等
利
用
申
込
書
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨

県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
第
六
号
様
式
に
よ
る
施
設
等
利
用
許
可
申
請
書
と
み
な
す
。

（
山
梨
県
立
県
民
の
森
保
健
休
養
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

５

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
立
県
民
の
森

保
健
休
養
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
使
用
許
可
申
請
書
は
、
こ
の
規

則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
県
民
の
森
保
健
休
養
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様

式
に
よ
る
行
為
許
可
申
請
書
と
み
な
す
。

（
山
梨
県
立
武
田
の
杜も
り

保
健
休
養
林
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

６

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
立
武
田
の
杜も
り

保
健
休
養
林
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
使
用
許
可
申
請
書
は
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
武
田
の
杜も
り

保
健
休
養
林
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様
式
に

よ
る
行
為
許
可
申
請
書
と
み
な
す
。

（
山
梨
県
立
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

７

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
立
国
際
交
流

セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
宿
泊
施
設
利
用
許
可
申
請
書
は
、
こ

の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
一
号
様

式
に
よ
る
宿
泊
施
設
利
用
許
可
申
請
書
と
み
な
す
。

（
山
梨
県
立
ま
き
ば
公
園
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

８

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
立
ま
き
ば
公

園
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
使
用
許
可
申
請
書
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
後
の
山
梨
県
立
ま
き
ば
公
園
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
行
為
許
可
申
請

書
と
み
な
す
。

（
山
梨
県
立
富
士
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

９

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
立
富
士
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
山
梨
県
立
富
士
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
利
用
許
可
申
請
書
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
富
士
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
設
置

及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
山
梨
県
立
富
士
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
利
用
許
可
申
請

書
と
み
な
す
。

（
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

１０

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
立
産
業
技
術

短
期
大
学
校
管
理
規
則
第
五
号
様
式
に
よ
る
施
設
等
利
用
申
込
書
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
第
五
号
様
式
に
よ
る
施
設
等
利
用
許
可
申
請
書
と
み
な

す
。

（
山
梨
県
立
八
ヶ
岳
自
然
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

１１

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
立
八
ヶ
岳
自

然
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
使
用
許
可
申
請
書
は
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
八
ヶ
岳
自
然
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行

規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
行
為
許
可
申
請
書
と
み
な
す
。

（
山
梨
県
緑
化
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

１２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
緑
化
セ
ン
タ

ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
使
用
許
可
申
請
書
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
後
の
山
梨
県
緑
化
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
行
為
許
可
申
請

書
と
み
な
す
。

（
山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

１３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
立
富
士
北
麓

駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
行
為
許
可
申
請
書
は
、
こ
の
規
則
に
よ

る
改
正
後
の
山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
行
為

許
可
申
請
書
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
号

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
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梨
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一
〇
五

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
知
事
政
策
局
長
」
の
下
に
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

リ
ニ
ア
交
通
局
長
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
中
「
者
」
の
下
に
「
、
県
立
図
書
館
に
あ
つ
て
は
副
館
長

の
う
ち
館
長
が
指
定
す
る
者
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
か
い
長
の
項
第
二
号
中
「
第
百
五
十
六
条
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、

富
士
・
東
部
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
削
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
の
表
県
民
セ
ン
タ
ー
管
内
の
か
い
に
置
か
れ
る
物
品
出
納
員
の
項
第
一
号
中

「
カ
」
を
「
オ
」
に
改
め
、
同
号
オ
中
「（
南
都
留
合
同
庁
舎
に
配
置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）」
及
び

「（
南
都
留
合
同
庁
舎
内
に
設
置
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）」
を
削
り
、
同
号
カ
を
削
り
、
同
項
第
六
号
を

同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
に
あ
つ
て
は
、
峡
北
支
所
に
限
る
。」
を
「（
峡
北
支
所
を
除
く
。）

及
び
富
士
・
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
を
除
く
。」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
四

号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

富
士
・
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
に
置
か
れ
る
物
品
出
納
員
に
あ
つ
て
は
、
富
士
・
東
部
保
健
福

祉
事
務
所
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
（
吉
田
支
所
に
限
る
。）
に
係
る
物
品
の
出
納
及
び
保

管
（
使
用
中
の
物
品
に
係
る
保
管
を
除
く
。）
に
関
す
る
事
務

第
二
十
二
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
県
民
セ
ン
タ
ー
管
内
の
か
い
に
あ
つ
て
は
、
予
定
価
格
が
一
件
十
万
円
未
満
の
も
の
で

あ
つ
て
、
会
計
管
理
者
が
認
め
る
も
の
に
限
り
、
財
務
審
査
監
等
へ
の
合
議
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
三
十
条
第
三
項
の
表
第
二
号
中
「
甲
陽
学
園
副
園
長
」
の
下
に
「
、
こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー
次
長
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
の
表
第
二
号
中
「
県
立
図
書
館
副
館
長
」
を
「
県
立
図
書
館
次
長
」
に
改
め

る
。第

七
十
一
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を

第
三
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
七
十
四
条
第
一
項
中
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
を
第
四

号
と
す
る
。

第
七
十
六
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

第
百
九
条
の
二
第
三
号
中
「（
公
団
を
含
む
。）」
を
削
る
。

第
百
五
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
五
十
六
条
　
削
除

第
百
六
十
三
条
中
「
主
要
備
品
」
の
下
に
「（
車
両
（
総
排
気
量
〇
・
三
六
〇
リ
ツ
ト
ル
以
上
の
も

の
を
い
う
。）
又
は
取
得
価
格
一
件
百
万
円
以
上
の
備
品
を
い
う
。）」
を
加
え
る
。

第
二
百
三
十
九
条
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

第
二
百
四
十
条
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

別
表
第
一
中
「
甲
陽
学
園
」
の
下
に
「
、
こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
二
か
ら
別
表
第
一
の
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
（
第
三
条
関
係
）

か
い
長
に
委
任
す
る
出
先
機
関

か
い
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
先
機
関

県
立
考
古
博
物
館
館
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

別
表
第
一
の
三
（
第
三
条
の
二
関
係
）

財
務
審
査
監
等
の
職
に
あ
る
出
納
員
に
委
任
す
る
出
先
機
関

出
納
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
先
機
関

県
立
考
古
博
物
館
を
所
管
す
る
出
納
員
　
　
　
　
　
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

別
表
第
一
の
四
（
第
三
条
の
二
関
係
）

県
民
セ
ン
タ
ー
管
内
の
か
い
に
置
か
れ
る
物
品
出
納
員
に
委
任
す
る
出
先
機
関

物
品
出
納
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
先
機
関

県
立
考
古
博
物
館
を
所
管
す
る
物
品
出
納
員
　
　
　
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

別
表
第
二
一
般
の
支
出
の
部
報
償
費
の
款
中
「
百
万
円
以
上
（
」
を
「
七
千
万
円
以
上
（
」
に
改
め
、

同
部
需
用
費
の
款
中
「
二
千
万
円
以
上
」
を
「
七
千
万
円
以
上
」
に
、「
二
百
万
円
以
上
」
を
「
七

「

千
万
円
以
上
」
に
改
め
、

百
万
円
以
上
（
公
有
財
産
の
補
修
及
び
車
両
の
修
繕
に
限
る
。
）

」

「

「

を

に
、
●
●
●
十
万
円
以
上

」
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六

「

（
食
糧
費
に
限
る
。
）

を
●

に
、
「
百
万
円
以
上
（

」

」

物
品
」
を
「
七
千
万
円
以
上
（
物
品
」
に
改
め
、
同
部
役
務
費
の
款
中
「
二
千
万
円
以
上
」
を
「
七
千

万
円
以
上
」
に
、「
二
百
万
円
以
上
」
を
「
七
千
万
円
以
上
」
に
改
め
、
同
部
委
託
料
の
款
工
事
の
た

め
の
測
量
、
試
験
及
び
設
計
以
外
の
委
託
の
項
中
「
百
万
円
以
上
」
を
「
五
百
万
円
以
上
」
に
改
め
、

「

「

同
部
使
用
料
及
び
賃
借
料
の
款
中
　
　
◎
（
財
産
に
関
係
す
る
も
の
に
限
る
。
）

を
」

に
改
め
、
同
部
原
材
料
費
の
款
中
「
二
千
万
円
以
上
」
を
「

」

七
千
万
円
以
上
」
に
、「
二
百
万
円
以
上
」
を
「
七
千
万
円
以
上
」
に
改
め
、
同
款
出
納
局
管
理
課
長

の
欄
中
「
百
万
円
以
上
」
を
「
七
千
万
円
以
上
」
に
改
め
、
同
部
備
品
購
入
費
の
款
中
「
二
千
万
円
以

上
」
を
「
七
千
万
円
以
上
」
に
、「
二
百
万
円
以
上
」
を
「
七
千
万
円
以
上
」
に
、「
百
万
円
以
上
（
車

両
を
」
を
「
七
千
万
円
以
上
（
車
両
を
」
に
改
め
、
同
表
支
出
の
特
例
の
部
資
金
前
渡
の
款
中
「
第
七

十
一
条
第
一
項
第
十
七
号
」
を
「
第
七
十
一
条
第
一
項
第
十
五
号
」
に
改
め
る
。

第
九
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
９
６
号
様
式
●
削
除

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


